
通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
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鳥取市規則第６１号 

通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

通勤手当の支給に関する規則（昭和３４年鳥取市規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

第１７条の３第１項第１号中「額」を「期間」に改め、同条第２項第２号中「育児

休業法」を「地方公務員の育児休業等に関する法律」に、「公益的法人等派遣」を「同

法第１９条第１項に規定する部分休業（１日の勤務時間の全部について勤務しないこ

ととなる場合のものに限る。）により、公益的法人等派遣」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。ただし、第１７条の３第１項第１

号の改正規定は、公布の日から施行する。 


